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国
民
健
康
保
険
税
減
免

年
金
の
お
知
ら
せ

◇
就
労
環
境
が
変
わ
っ
た
時
に

は
、
種
別
変
更
の
届
出
が
必
要

で
す

　
国
民
年
金
制
度
で
は
、
国
内

に
居
住
す
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま

で
の
す
べ
て
の
方
に
、
加
入
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
国

民
年
金
の
加
入
種
別
は
、
第
１

号
被
保
険
者（
自
営
業
や
農
業
・

漁
業
の
方
と
そ
の
配
偶
者
、
20

歳
以
上
の
学
生
、
フ
リ
ー
タ
ー

の
方
な
ど
）、
第
２
号
被
保
険

者
（
会
社
や
官
公
庁
に
お
勤
め

の
方
で
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

に
加
入
し
て
い
る
方
）、
第
３

号
被
保
険
者
（
国
民
年
金
の
第

２
号
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
配
偶
者
の
方
）
の
３
種
類

に
分
か
れ
て
お
り
、
届
出
は
加

入
時
だ
け
で
な
く
、
種
別
が
変

わ
っ
た
と
き
に
も
必
要
で
す
。

　
種
別
変
更
の
届
出
を
忘
れ
る

と
、
年
金
が
受
け
取
れ
な
い
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
手
続
き
は
年

金
手
帳
を
添
え
て
、
そ
の
都
度

忘
れ
ず
に
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
つ
ぎ
の
条

件
を
満
た
す
方
は
、
申
請
に
よ

り
国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
と

な
り
ま
す
。

【
減
免
の
対
象
と
な
る
世
帯
】

①
保
険
税
全
額
減
免

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持

者
が
死
亡
し
、
ま
た
は
重
篤
な

傷
病
を
負
っ
た
世
帯

②
保
険
税
の
一
部
減
額

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
の
影
響
に
よ
り
、
主
た
る
生

計
維
持
者
の
収
入
減
少
が
見
込

ま
れ
る
世
帯

＊
保
険
税
が
一
部
減
額
さ
れ
る

具
体
的
な
要
件
と
は
、
世
帯
の

主
た
る
生
計
維
持
者
に
つ
い
て

(1)
事
業
収
入
や
給
与
収
入
な

ど
、
収
入
の
種
類
ご
と
に
見
た

収
入
の
い
ず
れ
か
が
、
前
年
に

比
べ
て
10
分
の
３
以
上
減
少
す

る
見
込
み
で
あ
る
こ
と
。

(2)
前
年
の
所
得
の
合
計
額
が

１
千
万
円
以
下
で
あ
る
こ
と
。

(3)
収
入
減
少
が
見
込
ま
れ
る
種

類
の
所
得
以
外
の
前
年
の
所
得

の
合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下

で
あ
る
こ
と
。

【
減
免
対
象
と
な
る
保
険
税
】

　
減
免
の
対
象
と
な
る
期
間

は
、
令
和
２
年
２
月
分
か
ら
令

和
４
年
３
月
分
の
保
険
税
で

あ
っ
て
、
そ
の
納
期
限
が
令
和

２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
４
年

３
月
31
日
ま
で
の
も
の
と
な
り

ま
す
。

＊
既
に
他
の
制
度
の
減
免
を
受

け
て
い
る
方
は
、
対
象
と
な
ら

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
申
請
方
法
】

　
国
民
健
康
保
険
税
減
免
申
請

書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
必

要
書
類
と
合
わ
せ
て
住
民
課
総

合
収
納
係
へ
提
出
く
だ
さ
い
。

【
必
要
書
類
】

○
減
免
の
対
象
と
な
る
世
帯
①

の
場
合

・
医
師
の
診
断
書
・
世
帯
主
の

本
人
確
認
書
類

○
減
免
の
対
象
と
な
る
世
帯
②

の
場
合

・
前
年
度
の
収
入
が
わ
か
る
も

の
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）・
今

年
度
の
収
入
が
わ
か
る
も
の

（
給
与
支
払
明
細
書
な
ど
）・
保

険
金
や
損
害
賠
償
な
ど
に
よ
り

補
填
さ
れ
る
金
額
が
わ
か
る
書

類
（
補
填
が
あ
る
場
合
の
み
）・

廃
業
等
の
届
出
書
（
事
業
な
ど

の
廃
止
の
場
合
の
み
）・
世
帯

主
の
本
人
確
認
書
類

【
申
請
書
】

・
国
民
健
康
保
険
税
減
免
申
請

書
・
収
入
申
告
書
（
給
与
・
年

金
用
）
・
収
入
申
告
書
（
事
業

等
収
入
用
）

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　
　
☎
83
‐
２
１
９
０

( ｉ ) 対象保険税額＝Ａ×Ｂ／Ｃ
 Ａ：当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額
 Ｂ：減少することが見込まれる事業収入などに係る前年の所得
　 　の合計額（減少することが見込まれる事業収入などが２以
 　　上ある場合はその合計額）
 Ｃ：納税義務者および当該世帯に属する全ての被保険者につき
　 　算定した前年の合計所得金額

(ⅱ )前年の合計所得金額区分 (ⅲ )減額割合

３００万円以下であるとき １０分の１０

４００万円以下であるとき １０分の８

５５０万円以下であるとき １０分の６

７５０万円以下であるとき １０分の４

１，０００万円以下であるとき １０分の２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
税
の
減
免
に
つ
い
て

（注）事業などの廃止や失業の場合は、前年の合計所得金額にかかわ
　　 らず、対象保険税額の全部を減免とする。

【減免額の計算方法】

○減免の対象となる世帯①の場合…保険税の全額免除

○減免の対象となる世帯②の場合…下記のとおり

年
金
の
お
知
ら
せ

カ
ッ
ト
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